
区分

諮 問 第 1 号

諮 問 第 2 号

諮 問 第 3 号

報 告 第 3 号
専決処分の報
告について

損害賠償額の決
定・和解に関す
る専決処分

議 案 第 4 号

議 案 第 5 号

議 案 第 6 号

議 案 第 7 号

議 案 第 8 号

議 案 第 9 号

議案第 10号

議案第 11号

横手市議会令和8年第3回3月定例会提出予定の議案

人権擁護委員候補者の推薦につ
いて

人権擁護委員候補者の推薦につ
いて

人権擁護委員候補者の推薦につ
いて

横手市大雄ふるさとセンター設
置条例の一部を改正する条例

使用料を改定するための現行条例の一部改
正

横手市一般職の職員の給与に関
する条例及び横手市職員の特殊
勤務手当に関する条例の一部を
改正する条例

保育所の民営化に伴い職員の給与を改める
ための現行条例の一部改正

横手市平鹿ときめき交流セン
ター「ゆっぷる」設置条例の一
部を改正する条例

施設を効果的に運営するため、施設の管理
を市長が指定するものに行わせることがで
きるようにし、及び使用料を改定するため
の現行条例の一部改正

横手市増田まんが美術館設置条
例の一部を改正する条例

横手市増田まんが美術館の使用料の見直し
等を行うための現行条例の一部改正

横手市職員の分限に関する手続
及び効果に関する条例の一部を
改正する条例

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28
条第4項の規定に基づき、職員の分限に係る
規定を定めるための現行条例の一部改正

横手市行政手続等における情報
通信の技術の利用に関する条例
の一部を改正する条例

情報通信技術の活用による行政手続等に係
る関係者の利便性の向上並びに行政運営の
簡素化及び効率化を図るための行政手続等
における情報通信の技術の利用に関する法
律等の一部を改正する法律（令和元年法律
第16号）の施行に伴う現行条例の一部改正

横手市印鑑条例の一部を改正す
る条例

印鑑登録証明書発行手続き等の変更並びに
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正
する法律（令和6年法律第59号）及び電気通
信事業法及び日本電信電話株式会社等に関
する法律の一部を改正する法律（令和7年法
律第46号）の施行に伴う現行条例の一部改
正

横手市特定乳児等通園支援事業
の運営に関する基準を定める条
例

横手市特定乳児等通園支援事業の運営に関
する基準を定めるための条例の制定

令和8年6月30日で任期満了となる人権擁護
委員候補者の推薦

令和8年6月30日で任期満了となる人権擁護
委員候補者の推薦

大雄ふるさとセンター内にて発生した事故
の損害賠償額と和解について2月3日に専決
処分した報告

議案等の名称 概要説明

令和8年6月30日で任期満了となる人権擁護
委員候補者の推薦
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区分 議案等の名称 概要説明

議案第 12号

議案第 13号

議案第 14号

議案第 15号

議案第 16号

議案第 17号

議案第 18号

議案第 19号

議案第 20号

議案第 21号

議案第 22号

議案第 23号

議案第 24号

議案第 25号

建物

土地

工事請負契約の変更について
吉田小学校大規模改修工事（建築本体工
事）

工事請負契約の変更について 横手体育館建設工事

議案第 26号
財産の無償貸付け及び減額貸付
けについて

旧山内学校給食センター
365.00㎡

横手市山内土渕字菅生37番地16
771.00㎡

横手市障害者支援施設設置条例
を廃止する条例

横手市障害者支援施設ひまわり社を廃止す
るための現行条例の廃止

横手市過疎地域持続的発展計画
について

横手市過疎地域持続的発展計画の策定

辺地に係る総合整備計画の変更
について

辺地に係る総合整備計画の変更

横手市立体育館設置条例の一部
を改正する条例

横手体育館を継続して設置するための現行
条例の一部改正

横手市中小企業経営安定基金条
例を廃止する条例

横手市中小企業経営安定基金を廃止するた
めの現行条例の廃止

横手市母子生活支援施設設置条
例を廃止する条例

横手市サンハイムを廃止するための現行条
例の廃止

横手市大森林業者等休養福祉施
設設置条例等の一部を改正する
等の条例

施設を効果的に運営するため、施設の管理
を市長が指定するものに行わせることがで
きるようにし、及び使用料を改定するため
の現行条例の一部改正

横手市道路占用等に関する条例
の一部を改正する条例

道路法施行令の一部を改正する政令（令和7
年政令第444号）の施行に伴う現行条例の一
部改正

横手市建築基準法等関係手数料
条例の一部を改正する条例

建築基準法施行令の一部を改正する政令
（令和7年政令第310号）の施行に伴う現行
条例の一部改正

横手市乳児等通園支援事業の設
備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す
る基準の一部を改正する内閣府令（令和7年
内閣府令第96号）の施行に伴う現行条例の
一部改正

横手市介護保険条例の一部を改
正する条例

横手市東部地域包括支援センターの位置を
変更するための現行条例の一部改正

横手市児童館設置条例の一部を
改正する条例

観音寺児童館を廃止するための現行条例の
一部改正
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区分 議案等の名称 概要説明

建物

土地

議案第 28号

議案第 29号

議案第 30号

議案第 31号

議案第 32号

議案第 33号

議案第 34号

議案第 35号

議案第 36号

議案第 37号

議案第 38号

議案第 39号

議案第 40号

議案第 41号

議案第 42号

令和7年度横手市介護保険特別会計補正予算（第5号）

令和7年度横手市市営介護サービス事業特別会計補正予算（第3号）

令和7年度横手市財産区特別会計補正予算（第1号）

令和7年度横手市病院事業会計補正予算（第4号）

令和7年度横手市水道事業会計補正予算（第2号）

令和7年度横手市下水道事業会計補正予算（第3号）

権利の放棄について
債務者の死亡及び相続人の相続放棄によ
り、今後の債権回収が不能となったため、
放棄しようとするもの

令和7年度横手市一般会計補正予算（第12号）

令和7年度横手市一般会計補正予算（第13号）

令和7年度横手市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和7年度横手市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

権利の放棄について
債務者の死亡及び相続人の相続放棄によ
り、今後の債権回収が不能となったため、
放棄しようとするもの

権利の放棄について
債務者の破産手続が終了し、免責されたこ
とから、今後の債権回収が不能となったた
め、放棄しようとするもの

権利の放棄について
債務者の破産手続が終了し、免責されたこ
とから、今後の債権回収が不能となったた
め、放棄しようとするもの

議案第 27号
財産の無償貸付け及び減額貸付
けについて

旧大雄学校給食センター及び旧大
雄中学校食堂棟、配膳室、渡り廊
下

横手市大雄字狐塚261番地の内
876.00㎡

権利の放棄について
債務者が破産し、免責されたことから、今
後の債権回収が不能となったため、放棄し
ようとするもの
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区分 議案等の名称 概要説明

議案第 43号

議案第 44号

議案第 45号

議案第 46号

議案第 47号

議案第 48号

議案第 49号

議案第 50号

議案第 51号

議案第 52号

議案第 53号

令和8年度横手市一般会計予算

令和8年度横手市国民健康保険特別会計予算

令和8年度横手市市営温泉施設
特別会計への繰入れについて

市営温泉施設特別会計へ一般会計から
206,934千円以内を繰り入れる。

令和8年度横手市財産区特別会計予算

令和8年度横手市病院事業会計予算

令和8年度横手市水道事業会計予算

令和8年度横手市下水道事業会計予算

令和8年度横手市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度横手市介護保険特別会計予算

令和8年度横手市市営介護サービス事業特別会計予算

令和8年度横手市市営温泉施設特別会計予算
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